
東海旅客鉄道株式会社ＩＣカード乗車券運送約款の一部改正（ＴＯＩＣＡ乗車券による乗車等の取扱いを行う交通事業者の名称変更等に伴う改正） 

現行 改正 

（前略） 

 

（チャージ） 

第15条 ＴＯＩＣＡ乗車券は、ＴＯＩＣＡ乗車券用の自動券売機、自動精算

機、入金機又はＴＯＩＣＡ乗車券の発売窓口でチャージすることができま

す。 

２ ＴＯＩＣＡ乗車券には、１回当たり別表第２に定めるいずれかの額をチ

ャージすることができます。ただし、１枚当たりのＳＦ残額は20,000円を

超えることはできません。 

 

（以下略） 

 

別表第２（第15条） チャージ金額 

 

1,000円 

2,000円 

3,000円 

5,000円 

10,000円 

 

別表第３（第31条） 定期乗車券・ＴＯＩＣＡ定期券購入申込書 

（略） 

 

別表第５（第44条）ＴＯＩＣＡ乗車券による乗車等の取扱いを行う交通事業

者 

鉄道事業者 
北海道旅客鉄道株式会社、（中略）南海電気鉄道株式会社、大

阪府都市開発株式会社、神戸市交通局（以下略） 
 

（前略） 

 

（チャージ） 

第15条 ＴＯＩＣＡ乗車券は、ＴＯＩＣＡ乗車券用の自動券売機、自動精算

機、入金機又はＴＯＩＣＡ乗車券の発売窓口でチャージすることができま

す。 

２ ＴＯＩＣＡ乗車券には、１枚当たりのＳＦ残額が20,000円を超えない範

囲でチャージすることができます。ただし、１回当たりのチャージ金額は、

当社の指定する金額に限ります。 

 

（以下略） 

 

別表第２ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３（第31条） 定期乗車券・ＴＯＩＣＡ定期券購入申込書 

（別添参照） 

 

別表第５（第44条）ＴＯＩＣＡ乗車券による乗車等の取扱いを行う交通事業

者 

鉄道事業者 
北海道旅客鉄道株式会社、（中略）南海電気鉄道株式会社、泉

北高速鉄道株式会社、神戸市交通局（以下略） 

附則 

この通達は、平成26年11月14日から施行する。ただし、別表第５に係る改正については、平成26年７月１日から適用する。 



（別

 

別表
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第３（第 31

考 この様

1 条） 定期

様式は、必要

期乗車券・Ｔ

要に応じ、変

 

ＴＯＩＣＡ定

変更すること

定期券購入

とがある。

申込書 
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